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開会 午後１時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○佐藤委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員です。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、令和５年第１回定例会提出議案についてを議題といたします。議案第１４号、議案

第１５号、議案第１８号ないし議案第２１号及び議案第２７号ないし議案第４２号の以上２２件に

つきまして、理事者から説明願います。 

○稲田税務部長 議案第１４号、令和５年度旭川市一般会計予算のうち、税務部所管に係る事項に

ついて御説明申し上げます。 

初めに、歳入について御説明申し上げます。各会計歳入歳出予算事項別明細書の４ページを御覧

ください。１款の市税総額は４０８億円でありまして、令和４年度当初予算額の４０２億円と比較

して６億円、率にして１．５％の増となっています。 

このうち、主な税目につきまして御説明申し上げます。まず、１項の市民税につきましては、個

人所得の伸びなどを勘案し、令和４年度当初予算と比較して２千２５８万６千円、率にして０．

１％増の１７６億８千８２０万８千円を見込んでいます。次に、２項の固定資産税及び７項の都市

計画税でありますが、いずれも家屋で新築による増が見込まれることなどから、固定資産税で、令

和４年度当初予算と比較して３億６千３８１万７千円、率にして２．５％増の１４８億７千１９９

万１千円、都市計画税で、令和４年度当初予算と比較して４千１４３万２千円、率にして１．４％

増の２９億７千９３万４千円を見込んでいます。次に、４項の市たばこ税につきましては、たばこ

の売渡し本数の増加が見込まれることなどから、令和４年度当初予算と比較して１億６千４２０万

５千円、率にして５．８％増の３０億１千４２０万７千円を見込んでいるところでございます。 

次に、歳出について御説明申し上げます。同じく、事項別明細書の４７ページを御覧ください。

２款２項徴税費の予算総額は１７億９千７３４万８千円でありまして、令和４年度当初予算と比較

しますと６千３１６万円、率にして３．６％の増となっています。 

このうち、主な事業につきまして、表の右側の説明欄により御説明申し上げます。 

まず、同じく４７ページの２款２項２目中、アスタリスクがついている項目の下から４つ目にな

ります、ふるさと納税推進費についてでございますが、本年度の寄附受入額の見込みとしましては、

およそ２１億４千万円と、昨年度を上回る御支援をいただいているところでありまして、令和５年

度の寄附受入額につきましても２２億８千万円程度と見込み、寄附の募集等に要する歳出経費とし

て１３億９８５万円を計上しております。令和５年度の主な取組としましては、ポータルサイトを

新たに３つ増設するとともに、インターネット広告を掲出することにより、本市及び本市ふるさと

納税の認知度拡大を図り、また、道内外におけるＰＲイベントへの出展を積極的に行うことで、寄

附者とコミュニケーションを取りながら、市の魅力を直接お伝えするなど、戦略的なプロモーショ

ンを実施し、寄附実績の向上に努めていきたいと考えております。 

次に、税総合オンラインシステムに関する費用でありますが、同じく４７ページのアスタリスク

がついている項目の上から２番目、税総合オンラインシステム管理費につきましては、端末機器の

借り上げ料などの管理経費としまして６千４７８万８千円、下から２番目にあります税総合オンラ
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インシステム整備費につきましては、税制改正等に係るシステムの改修費用としまして１億９１９

万７千円を計上しております。 

 以上、税務部所管に関わります令和５年度一般会計予算の概要となります。よろしくお願いいた

します。 

○林市民生活部長 議案第１４号、令和５年度旭川市一般会計予算のうち、市民生活部所管に係る

予算の概要について御説明申し上げます。 

初めに、資料はありませんが、歳入についてです。主なものとしては、使用料及び手数料、国庫

支出金、道支出金、諸収入、市債などであり、総額５億５千１８３万８千円で、令和４年度当初予

算と比較すると１億７千７０１万３千円の減となっております。 

続きまして歳出ですが、２款総務費９億３千５７６万３千円、３款民生費４８６万５千円、４款

衛生費２億９千７６万２千円、６款農林水産業費９千７１６万９千円、総額１３億２千８５５万９

千円で、令和４年度当初予算と比較すると１億１千８５万２千円の減となっております。 

所管事業数は、経常費と臨時費を合わせまして４４事業となっており、主な事業について、令和

５年度予算臨時事業費説明資料により御説明申し上げます。 

まず、６－１ページの２款１項５目市民活動費、上から２番目の協働のまちづくり推進費３３２

万円、続いて６－２ページ、上から１段目、地域まちづくり推進費９５１万円、１段下ですが、地

域会館建設費等補助金５２４万５千円についてです。これらは、市民主体、地域主体のまちづくり

を推進するため、引き続き、市民と行政による協働事業の実施や、地域の課題解決に向けた主体的

な取組への支援、市民活動の拠点となる会館の整備などを支援しようとするものであります。 

次に、同じページの下から２段目ですが、地域情報共有プラットフォーム運営費１千３５１万３

千円についてです。こちらは、今年度開発中の地域情報共有プラットフォームというスマートフォ

ンのアプリを含むシステムの維持管理や、地域の見守りを支援するための機能を追加するほか、利

用を促進するために、地域説明会等で広く周知し、暮らしの利便性の向上及び地域活動の活性化を

図ろうとするものであります。 

次に、６－３ページ、２款３項１目戸籍住民基本台帳費、上から３段目の市民課ＤＸ推進費２億

２千６４万６千円についてです。こちらは、市民課業務システムの標準化、最適化及び法改正対応

を総合的に行い、住民基本台帳事務、戸籍事務及びマイナンバー関係事務における手続のＤＸ化並

びにマイナンバーカードの取得促進を図ることを目的とする事業であります。令和５年度は、戸籍

事務へのマイナンバー制度導入に係る法改正に対応した戸籍システム改修のほか、住民記録システ

ム標準化後の運用に係る対応、それから、システム機器等のデータセンターでの集約管理などに取

り組むものであります。 

次に、１段下の総合窓口等設置費１千４４万１千円についてであります。こちらは、複数の手続

による窓口移動の負担を軽減するため、新庁舎の開設に合わせて低層階に窓口機能を集約した総合

窓口を設置しようとするもので、迷わない、分かりやすい窓口とするため、案内体制の整備を図ろ

うとするものであります。 

次に、議案第２８号、旭川市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてでございます。

本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、法の施行に関して必要な事項を定めるた

め、新たに条例を制定しようとするものであります。 



- 3 - 

次に、議案第２９号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定についてです。本案についてもただいまと同様に、個人情報の保護に関する法律の一部改

正に伴い、旭川市まちづくり基本条例、旭川市情報公開条例、旭川市暴力団排除条例の以上３件の

条例について、関係条文の整備を行うとともに、法による個人情報保護制度の一元的運用の趣旨か

ら、旭川市個人情報保護条例を廃止しようとするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○金澤福祉保険部長 本定例会に提案している議案のうち、福祉保険部所管に係る事項について御

説明申し上げます。 

まず初めに、議案第１４号、令和５年度旭川市一般会計予算でございます。福祉保険部の所管事

業全体の予算額でございますが、扶助費や繰出金等の増により、令和４年度と比較して１．６％増

の５３６億４千７８１万円となっております。所管事業数につきましては、経常費と臨時費を合わ

せ７５事業となっており、主な事業につきまして、令和５年度予算臨時事業費説明資料により御説

明申し上げます。 

臨時事業費説明資料の７－１ページを御覧ください。下から２つ目の民生委員児童委員ＩＣＴ活

用推進費でございます。これは、業務に係る負担の軽減と情報アクセスの改善により委員の成り手

不足解消につなげることを目的として、民生委員・児童委員専用のポータルサイトを構築し、実証

実験に参加する委員３０名にタブレット端末を貸与するもので、２千２９１万７千円を計上してお

ります。 

次に、７－５ページを御覧ください。上から１つ目の老人福祉施設等建設補助金でございます。

これは、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、老人福祉施設入所待機者の解消及び

入所者の安全確保を図るため、令和４年度からの２か年で、養護盲人老人ホーム旭光園の改築を補

助するもので、３億５千２５０万円を計上しております。 

次に、７－６ページを御覧ください。上から１つ目の高齢者等除雪支援事業費でございます。こ

れは、協力団体への協力費について、地域区分を４区分から３区分に、協力費の単価を標準地域で

７千円、多雪地域で７千５００円、豪雪地域で８千円に見直すもので、５６８万４千円を計上して

おります。 

次に、経常費のため、資料には掲載しておりませんが、障害者相談支援費でございます。これは、

既存の一般相談対応業務委託を障害者と障害児を対象とする業務に分割し、障害者について、地域

ごとの相談窓口を設置することで相談支援体制を強化するもので、８千９４９万３千円を計上して

おります。 

次に、同じく経常費の重度心身障害者医療費助成費でございます。これは、令和５年８月から、

子ども医療費の無償化拡大に合わせ、保険診療の医療費自己負担額無償化の範囲を中学生まで拡大

するもので、６億３千８２８万３千円を計上しております。 

次に、廃止事業のため、資料には掲載しておりませんが、高齢者ふれあい入浴事業補助金でござ

います。これは、９月を除く毎月２６日に旭川浴場組合等が実施する、７０歳以上の高齢者を対象

に公衆浴場を１００円で開放する高齢者ふれあい入浴事業に対して補助を行っておりましたが、令

和５年度から保健所所管の補助事業に統合することに伴い、廃止するものでございます。 

続きまして、特別会計予算でございます。令和５年度各会計歳入歳出予算事項別明細書に基づき
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御説明をいたします。 

まず、議案第１５号、令和５年度旭川市国民健康保険事業特別会計予算でございます。事項別明

細書の１２９ページからとなります。予算総額は３５９億３千３３５万６千円で、令和４年度と比

較して、国民健康保険事業費納付金の増などにより２千４５０万１千円、０．１％の増となってお

ります。歳入の主なものとしましては、１３０ページ、１款国民健康保険料で、令和４年度と比べ

て１億５千５５９万２千円減の４８億５千７４３万７千円、３款道支出金で、８０８万１千円増の

２６９億２千９２万２千円、５款繰入金で、１億８千４２０万６千円増の４０億９千５２１万５千

円となっております。次に、歳出の主なものとしましては、１３１ページ、２款保険給付費で、２

千２４４万９千円減の２６４億９千５２１万５千円、３款国民健康保険事業費納付金で、８千５１

３万３千円増の８４億３千８１０万７千円となっております。 

続きまして、議案第１９号、令和５年度旭川市介護保険事業特別会計予算でございます。事項別

明細書は１８５ページからとなります。予算総額は３６７億２千７１７万３千円で、令和４年度と

比較して、保険給付費の増などにより６億２千１８７万１千円、１．７％の増となっております。

歳入の主なものとしましては、１８６ページ、１款保険料で、令和４年度と比べて１千５１９万８

千円減の６９億８千１１１万６千円、２款国庫支出金で、１億８千９３１万７千円増の９２億７千

９４６万８千円、３款支払基金交付金で、２億１千６３４万９千円増の９６億４千３３５万１千円、

４款道支出金で、１億１千７３６万６千円増の５０億１千４９６万１千円、６款繰入金で、１億１

千１６２万３千円増の５８億２３９万８千円となっております。次に、歳出の主なものとしまして

は、１８７ページ、２款保険給付費で、８億１２４万１千円増の３４２億３千７７２万円、３款地

域支援事業費で、２千２７万６千円減の１５億８千３８８万３千円となっております。 

続きまして、議案第２１号、令和５年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

事項別明細書は２２１ページからとなります。予算総額は５９億６千８２９万６千円で、令和４年

度と比較して、後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより２億５千６２８万３千円、４．５％

の増となっております。歳入の主なものとしましては、２２２ページ、１款保険料で、令和４年度

と比べて１億６千５１万８千円増の４１億６千６６２万８千円、２款繰入金で、１億２６１万４千

円増の１７億７千９３９万１千円となっております。次に、歳出の主なものとしましては、２２３

ページ、２款後期高齢者医療広域連合納付金で、２億５千９８０万５千円増の５７億２千１６４万

７千円となっております。 

以上が、令和５年度予算の概要でございます。 

続きまして、議案第３０号、旭川市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。 

本案は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省

令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に基づき、所要の改正を

行おうとするものでございます。主な改正内容といたしましては、人員等専従規定の緩和、安全計

画の策定等、送迎車を運行する場合の障害児の所在確認、ブザー等装備、懲戒権限の濫用禁止の廃

止などとなっております。施行日は令和５年４月１日としております。ただし、懲戒権限の濫用禁

止に係る規定の廃止につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 
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○浅田子育て支援部長 議案第１４号、令和５年度旭川市一般会計予算のうち、子育て支援部所管

に係る予算の概要を御説明申し上げます。 

最初に、資料にはございませんが、子育て支援部の予算は、３款民生費、４款衛生費、１０款教

育費にまたがっており、その総額は、８３事業、２１４億９千１５７万５千円であり、前年度に対

して３億６千１７９万１千円、率にして１．７％の増となっております。予算が増となりましたの

は、３款２項２目児童措置費の保育士等の処遇改善に係る予算の通年化、及び、４款１項１目保健

衛生総務費の子どもの医療費助成の拡充が主な要因でございます。 

次に、主な事業につきまして、臨時事業費説明資料に基づき御説明申し上げます。 

まず、資料８－２ページ、上から３番目の子育て世代包括支援センター管理費でございます。本

事業は、令和４年１０月に開設した子育て世代包括支援センター、ｗａｋａ・ｂａの管理運営を行

うものですが、令和５年度からは、保育所に関する手続等をワンストップで対応するため、遠隔窓

口を設置するとともに、月に４日程度、プレイルームを一般開放し、子育てに関する講座の開催、

保健師等の相談及び保護者がリフレッシュできるイベントなどを行おうとするもので、事業費は８

千５３８万７千円です。 

次に、１つ下、新規事業のいじめ防止対策費でございます。本事業は、弁護士をはじめとするい

じめ相談支援に係る専門職の配置、いじめ相談アプリ導入、夜間相談窓口の開設及び返信はがき付

相談チラシを配布すること等により、いじめの未然防止、早期発見を図るとともに、精神科医によ

るいじめ被害者へのフォロー等により、いじめの早期対応、早期解決を目的に行うもので、事業費

は４千６５４万３千円です。 

次に、１つ下の新規事業、ヤングケアラー等対策費でございます。本事業は、保護者の疾病等の

課題を抱える子育て世帯に対して、福祉サービスの利用等、その課題を解決するための期間、一時

的に家事支援ヘルパーを派遣し、潜在的なヤングケアラーを支援するもので、事業費は２２３万２

千円です。 

次に、資料８－９ページ、下から３つ目の不妊対策推進費でございます。本事業は、不育症に関

する検査や治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、不育症治療費の一部を助成するもの

で、現行制度では、対象は夫婦で合計所得が７３０万円以下としておりますが、所得や婚姻状況に

制限されず、不育に関する検査や治療を受けることができるよう、所得要件、婚姻要件を撤廃しよ

うとするもので、事業費は１８６万５千円です。 

次に、１つ下の、新規事業になりますが、新生児聴覚検査事業費でございます。本事業は、全て

の新生児が聴覚検査を受け、聴覚障害の早期発見、早期療養を行い、音声言語発達への影響を最小

限に抑えるため、検査費用として、１人当たり３千円を助成しようとするもので、事業費は６４５

万８千円です。 

続きまして、資料に記載はございませんが、経常費の子ども医療費助成費でございます。この事

業は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、健やかな育成を図るため、健康保険適用医療

費の自己負担部分の全部または一部を助成してきたものですが、令和５年８月から、市町村民税課

税条件及び所得制限の撤廃と併せ、全ての中学生までの医療費を無償化しようとするものでござい

ます。事業費は７億７千３２２万５千円でございます。 

次に、ひとり親家庭等医療費助成費でございます。この事業は、ひとり親家庭等の児童及び親に
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対して、健康保険適用の医療費の自己負担分の全部または一部を助成するものですが、令和５年８

月からは、市民税課税条件の撤廃と併せ、対象となる全ての中学生までの児童の医療費を無償化し

ようとするもので、事業費は１億５千５５４万２千円でございます。 

次に、医療費給付費でございます。本事業は、未熟児の療育、小児慢性特定疾病児童の健全な育

成等のために医療費の給付を行うものですが、令和５年８月から、中学生までの医療費の無償化を

行う一方で、小児慢性特定疾病の医療費給付の認定に際し、毎年、医療意見書代が生じておりまし

て、この負担をなくすため、医療意見書代分を助成しようとするもので、事業費は１億５千７２４

万円でございます。 

以上が、一般会計の主な内容でございます。 

続きまして、議案第１８号の育英事業特別会計でございますが、この事業は、経済的理由により

就学が困難な方に対し、その就学に必要な資金の一部を貸し付け、または給付し、教育を受ける機

会の確保を図ることを目的としております。予算総額は２億３千３３６万６千円であり、前年度に

対しまして８千４８万１千円、率にして５２．６％の増となっております。その主な要因としまし

ては、育英資金給付型奨学金の拡充によるものでございます。この事業は、高校１年生を対象に返

還不要な奨学金を支給する事業となっておりますが、令和５年度からは、生計維持者が旭川市に住

所を有する大学生等に対し、１学年１００人を対象として、１年目に、自宅外通学の場合は５０万

円、自宅通学の場合は３０万円、２年目以降は毎年１０万円を給付する拡充を行おうとするもので、

事業費は７千１６５万５千円で、前年度から５千６７５万２千円の増となっております。 

次に、議案第２０号、母子福祉資金等貸付事業特別会計でございますが、この事業は、母子家庭、

父子家庭及び寡婦（夫）の方々に必要な資金を貸し付けることにより、経済的な自立と生活意欲の

助長を図り、あわせて、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としております。予算

総額は２億２千６４９万９千円で、前年度に対し１千１８５万４千円、率にして５．５％の増とな

っております。 

以上が、子育て支援部が所管する令和５年度予算の主な内容でございます。 

続いて、議案第３２号から第４１号までの１０件につきまして御説明申し上げます。 

議案第３２号、旭川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、安全計画の策定等、自動車を運行する場合の所在の確認、業務継続計画の策定等、衛生管

理等に係る規定の整備を行おうとするものでございます。 

続いて、議案第３３号、旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、安全計画の策定等、自動車を運行する場合の所在の確認、他の社会福祉施設等を併せて設置す

るときの設備及び職員の基準、衛生管理等に係る規定の整備、並びに懲戒権限の濫用禁止に係る規

定の廃止を行おうとするものです。 

議案第３４号、旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、安全計画の策

定等、自動車を運行する場合の所在の確認、他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職

員の基準、業務継続計画の策定等、衛生管理等に係る規定の整備、並びに懲戒権限の濫用禁止に係
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る規定の廃止を行うほか、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令により、看護師等を保育士

とみなすことができる経過措置に係る規定の整備を行おうとするものでございます。 

議案第３５号、旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法及び学校教育法の一部改正に伴

い、引用条項の整備を行うほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、懲戒権限の濫用禁止に係る規定を廃止す

るものでございます。 

議案第３６号、旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につきましては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する

条例の規定の準用に係る読替規定、幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例に係る規定の

整備を行おうとするものでございます。 

議案第３７号、旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の

一部を改正する条例の制定につきましては、学校教育法の一部改正に伴い、引用条項の整備を行う

ほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び

第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、自動車を運行する場合の所在の確認、職員の資格の基準に係る特

例等に係る規定の整備を行おうとするものでございます。 

議案第３８号、旭川市助産施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、健康保険法施

行令等の一部改正に伴い、出産育児一時金の受給額の要件を変更しようとするものでございます。 

議案第３９号、旭川市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、医療

費の全額助成の対象範囲を、所得の制限なく１５歳までに拡大しようとするものです。 

議案第４０号、旭川市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例

の制定につきましては、医療費の全額助成の対象範囲を、課税、非課税の区分なく１５歳まで拡大

しようとするものでございます。 

議案第４１号、旭川市奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定につきましては、給付型奨学

金の支給対象に、大学等に入学し、または在学する者を追加し、入学準備金及び奨学金の支給に関

する規定を定めようとするものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○向井保健所地域保健担当部長 本定例会に提出している議案のうち、保健所所管に係る事項につ

きまして御説明を申し上げます。 

初めに、議案第１４号、令和５年度旭川市一般会計予算についてでございます。 

資料はございませんが、保健所全体の歳入歳出予算概要について、御説明を申し上げます。まず、

歳入の総額でございますが、当初予算額は２７億８千６８４万９千円で、前年度に比し１０億３千

８９０万２千円の増となっております。主な増要素といたしましては、新型コロナウイルス感染症

に係る国や道からの負担金、交付金の増となっております。次に、歳出の総額でございますが、当

初予算額は４１億７千２７万９千円で、前年度に比し１１億２千１９５万８千円の増となっており

ます。主な増要素につきましては、新型コロナウイルス感染症対策費関連となっております。 
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続きまして、保健所が所管する経常費２３事業、臨時費１６事業、合わせて３９事業のうち、主

な５事業につきまして御説明を申し上げます。 

令和５年度旭川市各会計歳入歳出予算事項別明細書の６０ページを御覧ください。４款１項２目

予防費の右端の説明欄の下段、事業名、上から６つ目になります、予防接種費７億６千６９６万円

でございます。本事業は、予防接種法に基づき、定期の予防接種を行うものでありますが、そのう

ちＨＰＶワクチンについて、令和５年度の実施に当たり、国の制度改正がございました。ＨＰＶワ

クチンにつきましては、令和３年１１月に積極的勧奨が再開されたことに伴い、令和４年度から令

和６年度は、定期接種対象者に加え、積極的勧奨の差し控えにより定期接種を逃していたキャッチ

アップ世代への定期接種にも対応しているところでございますが、令和５年１月３０日付で予防接

種実施規則の一部が改正され、これまでの２価及び４価のＨＰＶワクチンに加え、令和５年４月１

日からは９価のＨＰＶワクチンが定期接種として追加されることとなりました。そのため、ＨＰＶ

ワクチンの予防接種実施に当たりましては、この制度改正を含む委託料等関係分として７千３１５

万４千円を計上しております。 

次に、その２つ下になります、地域精神保健活動費３４０万９千円でございます。本事業は、精

神障害者の社会復帰を促進するため、精神科医や保健師による精神保健相談及び家庭訪問のほか、

精神保健に係る普及啓発活動に取り組むものでございますが、令和５年度は、自殺対策における普

及啓発の一環として、インターネット上でストレス度をチェックできる「こころの体温計」を新た

に導入し、幅広い年齢層の市民の健康意識の向上や体調不良への気づき、さらに、受診や相談への

動機づけにつなげてまいります。また、自殺対策では、国における自殺対策の動向や、本市の状況

等を踏まえながら、次期旭川市自殺対策推進計画の策定に取り組んでまいります。 

次に、臨時費になります。その４つ下になりますが、新型コロナウイルス感染症対策費７億１千

５４３万２千円でございます。本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、

行政検査や医療費の公費負担、陽性者の相談、フォローアップなどについて、令和５年４月から６

月までの３か月分の対策予算を計上しております。新型コロナの感染症法の位置づけについては、

本年１月２７日に開催された国の新型コロナウイルス感染症対策推進本部会議において、令和５年

５月８日をもって、現在の２類相当から５類に変更することが決定し、入院及び外来医療費の公費

負担の見直しや、医療提供体制の段階的移行について、本年３月上旬をめどに、今後の具体的な内

容が示されることとなっております。感染症法上の位置づけは変更されますが、ウイルスの病原性

が変わるわけではないことから、国が示す具体的な内容を踏まえながら、市内の医療機関や医師会

と連携し、市民に寄り添えるような適切な医療の提供や相談体制の継続を行ってまいります。 

次に、その３つ下になります、新型コロナウイルスワクチン接種事業費１３億８千１７０万３千

円でございます。新型コロナワクチン接種につきましては、事業期間が本年３月３１日までとなっ

ており、それ以降の実施については現在国において検討されているところです。厚生労働省の分科

会の審議では、令和５年４月以降のワクチン接種の内容や方法などが議論されていることを踏まえ、

新年度においても接種を継続することを見込んだ予算としております。 

次に、その２つ下になります、スマートウエルネス推進費９０６万７千円でございます。本事業

は、健康福祉都市の実現に向け、現在策定作業中でありますスマートウエルネスあさひかわプラン

の周知を図るため、講演会などの策定イベントを開催いたします。また、プランでは、誰もが身近
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で気軽に取り組める歩くことをきっかけとして、活動量や活動範囲を広げることを推進していきた

いと考えており、歩数や健康イベントへの参加などに応じてポイントを付与する機能や、健康管理

機能等を搭載した健康アプリの開発に取り組み、若い世代や健康に関心の低い方たちでも気軽に取

り組めるよう、デジタルを活用した健康づくりを進めてまいります。 

以上が、令和５年度当初予算に係る保健所所管分の主な事業でございます。 

続きまして、議案第２７号、博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定についてでございます。関係条例のうち、保健所が所管する条例は、旭川市旅館業法

施行条例でございますが、博物館法の一部改正に伴い、引用条項等について整理を行おうとするも

のでございます。施行日は、博物館法の一部を改正する法律の施行日に合わせ、令和５年４月１日

としております。 

次に、議案第４２号、旭川市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。本案は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴い、

引用条項について整理を行おうとするものでございます。施行日は令和５年４月１日でございます。 

保健所所管分については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○富岡環境部長 議案第１４号、令和５年度旭川市一般会計予算のうち、環境部が所管します予算

の概要につきまして御説明申し上げます。 

特に資料はございませんが、初めに歳入でございます。予算総額は１９億４千１６０万４千円で、

前年度比４億４千７２万４千円の増となっております。主な増要素につきましては、市債、国庫支

出金、有償入札拠出金及び清掃工場余剰電力売電収入などでございます。次に、歳出でございます

が、予算総額は４０億９千８５７万７千円で、前年度比５億５千４９１万１千円の増、率にいたし

まして約１５．７％の増となっております。主な増要素につきましては、ごみ収集運搬費、（仮称）

旭川市リサイクルセンター新築に伴う工事請負費、次期最終処分場整備費、近文清掃工場設備補修

費などでございます。 

次に、令和５年度予算臨時事業費説明資料の１０－１ページを御覧ください。主な事業につきま

して、順次御説明をいたします。 

初めに、一番上、鳥獣対策費でございます。予算額１千６８２万６千円は、市民の安全、安心を

守る観点から、有害鳥獣による人的被害を防ぐため、人の生活圏に出没するヒグマや、育雛期の攻

撃的なカラスへの対策を実施するものでございます。特に、ヒグマ対策につきましては大幅に拡充

しており、河川敷における電気柵の設置や草刈りなどの市街地侵入抑制対策の継続に加えて、ヒグ

マの生息状況や行動の調査等を実施するなど、総合的に強化を図るものとなっております。 

続きまして、１０－２ページ、上から３つ目、地球温暖化対策推進費でございます。予算額６７

９万４千円は、ゼロカーボンシティ旭川の実現に向け、その道筋を示す旭川市地球温暖化対策実行

計画の改定や、市民や事業者の省エネ行動等を促進するための普及啓発を行うものでございます。

実行計画の改定に当たりましては、一部専門的な調査分析を委託し、カーボンニュートラルの実現

と持続可能なまちづくりが両立する施策を示してまいりたいと考えております。 

次にその下、地域エネルギー設備等導入促進費でございます。予算額５０１万２千円は、太陽光

発電設備やガスコージェネレーションシステムなど、本市の地域特性などを踏まえた再生可能エネ

ルギー設備等の導入促進を図るため、市民や市内の事業者が対象設備を導入する際の費用の一部を
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補助するものでございます。令和５年度は、ゼロカーボンシティ旭川の実現に向けて取組を加速さ

せるため、事業費の増額及び補助上限額の見直しを行い、補助件数の拡大を図っております。なお、

本年度まで本事業の補助対象設備でありますペレットストーブにつきましては、次年度から、地域

木質バイオマス利活用促進事業の補助対象設備に移行することとしております。 

次にその下、地域木質バイオマス利活用促進事業費でございます。予算額７００万円は、木質バ

イオマス燃料として地域の森林資源の利活用促進を図るため、市民や市内の事業者がまきストーブ

やペレットストーブを導入する際の費用の一部を補助するものでございます。この事業につきまし

ても、先ほど御説明しました地域エネルギー設備等導入促進費と同様に、事業費を増額し、補助要

件の拡大を図っております。 

次に、１０－４ページ、下から２つ目、次期最終処分場整備費でございます。次期一般廃棄物最

終処分場の整備につきましては、建設候補地である神居町春志内の周辺住民の方々のほか、関係す

る団体に対して説明を行ってまいりましたが、特に反対の意見はなく、おおむね理解を得られまし

たことから、当該地を建設地として決定したところでございます。予算額１億９４９万７千円は、

基本計画の策定や環境影響調査、測量及び地質調査を行うものでございます。 

続きまして、１０－５ページの一番上、缶・びん等資源物中間処理施設整備費でございます。予

算額２億７千１９万７千円は、（仮称）旭川市リサイクルセンターの令和７年度中の供用開始に向

けまして、施設の本体工事に着手するほか、外構の実施設計を行うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○松本福祉保険部保険制度担当部長 議案第３１号、旭川市国民健康保険条例等の一部を改正する

条例の制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

初めに、第１条、旭川市国民健康保険条例の一部改正についてでございます。 

１点目は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、令和５年４月１日以後の出産に関する出産育児

一時金の支給額につきまして、現行の４０万８千円から４８万８千円に引上げをするものでござい

ます。なお、今回の改定においては、産科医療補償制度掛金１万２千円は変更されておりませんの

で、この掛金が適用される場合の支給総額は、現行の４２万円から５０万円に引上げとなります。 

２点目は、国民健康保険法施行令の一部改正により、国が定める賦課限度額の基準が改められた

ことに伴い、この基準との乖離が生じないよう考慮するとともに、中間所得層の負担を緩和し、被

保険者間の負担の均衡を図るため、国民健康保険料における賦課限度額を改正しようとするもので、

その内容といたしましては、後期高齢者支援金等賦課限度額を、現行の２０万円から２２万円に引

上げをするものでございます。結果、基礎賦課限度額６５万円及び介護納付金賦課限度額１７万円

には変更はないことから、賦課限度額の合計は、現行の１０２万円から１０４万円に引上げとなり

ます。また、国民健康保険料の低所得者に対する保険料軽減判定措置に関する所得判定基準が改定

されたことに伴い、５割軽減に関わる基準の算定において、被保険者数に乗じる金額を２８万５千

円から２９万円に、２割軽減に関わる基準の算定において、被保険者数に乗じる金額を５２万円か

ら５３万５千円にそれぞれ引き上げ、対象者を拡大しようとするものでございます。 

３点目は、雇用保険法施行規則の一部改正により、失業認定等の雇用保険関係手続において、そ

の者の希望に応じ、受給資格通知の交付を受けることができるようになったことに伴い、特例対象

被保険者等の届出に関わる確認書類として、当該通知を用いることができるよう規定を整備するも
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のでございます。このほか、地方税法の一部改正に伴い、引用条項の整備を行おうとするものでご

ざいます。 

次に、旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。平成３

０年度からの都道府県単位化に伴い、保険料が急増する低所得世帯に対する激変緩和措置につきま

しては、現在、令和６年度の保険料水準の統一に向け、計画的かつ段階的な縮小を図っております

ことから、基礎控除後の総所得金額が１６７万円以下の世帯の保険料について、世帯に属する４０

歳から６４歳までの被保険者１人につき減免する額を１千円から５００円に引き下げようとするも

のでございます。 

施行日につきましては、地方税法の一部改正に伴う改正については令和６年１月１日から、その

他の改正につきましては令和５年４月１日から施行し、令和５年度分の保険料から適用するもので

ございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○佐藤委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、２、報告事項についてを議題といたします。 

まず、令和５年度第１回定例会提出議案に関わる事項であります、（仮称）旭川市リサイクルセ

ンター（Ａ）新築工事について、（仮称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事について、

（仮称）旭川市リサイクルセンター新築機械設備工事について、（仮称）旭川市リサイクルセンタ

ー新築電気設備工事について、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築資源物中間処理設備工事に

ついて、以上５件について、理事者から報告願います。 

○富岡環境部長 議案第４６号から議案第５０号まで、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築に

関連する工事請負契約の締結につきまして、総務常任委員会の所管ではございますが、環境部に関

わりがありますので、御説明申し上げます。 

議案第４６号、（仮称）旭川市リサイクルセンター（Ａ）新築工事、契約金額７億２千８２０万

円、議案第４７号、（仮称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事、契約金額７億６２０万円、

議案第４８号、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築機械設備工事、契約金額２億３千８３１万

５千円、議案第４９号、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築電気設備工事、契約金額２億２０

万円、議案第５０号、（仮称）旭川市リサイクルセンター新築資源物中間処理設備工事、契約金額

５億９千７３０万円につきまして、それぞれ議案にお示しした内容で契約を締結しようとするもの

でございます。建物の構造規模は、リサイクルセンター棟が鉄骨造２階建て、延べ床面積約３千１

９５平方メートル、計量機棟が鉄骨造平屋の床面積７２平方メートルとなっております。また、処

理対象物は、現施設と同様の空き缶、空き瓶、家庭金物、紙パックで、処理能力は、１日５時間当

たり２０トンとなっており、令和７年度中の供用開始を予定しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 
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○佐藤委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席して

いただいて結構です。 

次に、提出議案以外の事項であります、重度心身障害者医療費助成における高額療養費の支給に

係るプログラムの誤りについて、理事者から報告願います。 

○松本福祉保険部保険制度担当部長 重度心身障害者医療費助成における高額療養費の支給に係る

プログラムの誤りにつきまして御報告申し上げます。 

初めに、本件に関する主な事務処理の流れでございます。重度心身障害者医療費助成を受給され

る方につきましては、医療機関等で支払う医療費の自己負担額の一部または全額を本市で助成して

おりますことから、高額療養費につきましては、受給者本人からの受領委任に基づき、保険者であ

ります北海道後期高齢者医療広域連合から、３ないし４か月後に支給される高額療養費の全額を一

旦本市が受け取り、その後、受給者が複数の医療機関を受診したことにより生じる自己負担上限額

を超える額に相当する額を、市から受給者の方が指定する口座に振り込み、この振込額との差額を

市が受け入れているところでございます。 

次に、本件に関わります経過等について御説明いたします。昨年１０月診療分より、後期高齢者

医療制度に新たに２割の自己負担割合が導入されたことに伴い、委託業者に電算プログラムの修正

を依頼したところでございます。その後、先月末から今月にかけて、本市から受給者に振り込む額

についての確認作業を行う中で、重度心身障害者医療費助成を受給された方のうち、後期高齢者医

療制度に加入し、自己負担割合が２割の方の令和４年１０月診療分において、高額療養費の全額が

直接、広域連合から受給者に支給されていたことが判明し、結果、この高額療養費から受給者が受

け取るべき医療費の自己負担上限額を超えて負担した額を差し引いた額を受給者の方から市へ戻入

していただく必要が生じたところでございます。この原因を調査したところ、他の事務処理に関わ

るプログラムと併せて修正を委託した電算プログラム、全７本のうち、本件に関わるプログラム１

本に修正漏れがあったことによるものであると判明したところでございます。なお、この修正漏れ

のあった電算プログラムにつきましては、既に対応済みで、動作確認も終了しており、現在は正し

い状態で運用しているところでございます。 

次に、本件に関わる内容についてでありますが、対象者は１７２人、戻入していただく必要があ

る額は、合計で６６万９千６１４円でありまして、１人当たりの戻入額としては、最も多い方で２

万３千４４３円、最も少ない方で３円となっております。今後、戻入の対象となられた方につきま

しては、おわびの文書とともに納付書を同封し、返還をお願いしてまいります。なお、身体的理由

等により返還の手続が困難な方につきましては、職員が訪問するなど、状況に応じた対応を行って

まいります。 

本件につきましては、制度改正後初めての処理にもかかわらず、事前にプログラムの動作確認を

十分に行っていなかったことで、その不備を発見できず、誤りを生じさせることにつながったもの

でありますことから、今後はダミーデータでの確認や、本番環境による確認を徹底するなど、チェ

ック体制を再構築し、再発防止に努めてまいりたいと考えているところでございます。適正な事務

の執行に当たりましては、日頃から職員に対して注意を喚起しているところでありますが、このた

び、事務処理を誤る事案を生じさせたことで、福祉行政に対する信頼を損ねることになりましたこ

と、大変申し訳ございませんでした。 
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○佐藤委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 それでは、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後１時５９分 

 

 


